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別紙6 統合ネットワーク/関連サービス提供条件等 

 

別紙6 統合ネットワーク/関連サービス提供条件等 

2 各メニュー等の提供条件等 2 各メニュー等の提供条件等 

 (2) docomo business RINK IDaaS機能  (2) docomo business RINK IDaaS機能 

  A 提供条件等   A 提供条件等 

   (A)〜(F) （略）    (A)〜(F) （略） 

  

   (G) 契約者が行うdocomo business RINK IDaaS機能の解約    (G) 契約者が行うdocomo business RINK IDaaS機能の利用に係る契約の解除 

    a 契約者は、共通編第14条（契約者が行うSDPFサービスの利用に係る契約の解

除）のほか、docomo business RINK IDaaS機能の利用を終了するときは、終

了する日の7営業日前までに当社に通知するものとします。 

    a 契約者は、共通編第14条（契約者が行うSDPFサービスの利用に係る契約の解

除）のほか、docomo business RINK IDaaS機能に係る契約の一部又は全部を

解除するときは、解除する日の7営業日前までに当社に通知するものとします。 

     b 契約者は基本機能の契約を解除する場合、その契約に係る全ての付加機能の契

約の解除の申込みを要します。 

     c 当社は、付加機能に係る契約について、契約者が解除を希望する日を含む料金

月の最終日に解除するものとします。ただし、docomo business RINK IDaaS

機能に係る全ての契約を解除する場合は、契約者が解除を希望する日に解除する

ものとします。 

  

   (H) 当社が行うdocomo business RINK IDaaS機能の解約    (H) 当社が行うdocomo business RINK IDaaS機能の利用に係る契約の解除 

    a 当社は、共通編第15条（当社が行うSDPFサービスの利用に係る契約の解除）

のほか、契約者がGMO約款に違反したとき、もしくは違反するおそれがあるとき

は、docomo business RINK IDaaS機能の一部又は全部を解除することがあり

ます。 

    a 当社は、共通編第15条（当社が行うSDPFサービスの利用に係る契約の解除）

のほか、契約者がGMO約款に違反したとき、もしくは違反するおそれがあるとき

は、docomo business RINK IDaaS機能に係る契約の一部又は全部を解除する

ことがあります。 

   (I)〜(L) （略）    (I)〜(L) （略） 

  

   (M) docomo business RINK IDaaS機能の機能区分等    (M) docomo business RINK IDaaS機能の機能区分等 

    a docomo business RINK IDaaS機能には次の機能区分があります。     a docomo business RINK IDaaS機能には次の機能区分があります。 

      (a) 基本機能 

     (a) 認証・アクセス制御機能 

      アプリケーション等へのアクセスにおいて、認証機能を提供するもの 

      (i) 認証・アクセス制御機能 

       アプリケーション等へのアクセスにおいて、認証機能を提供するもの 
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     (b) シングルサインオン機能 

      アプリケーション等へのアクセスにおいて、シングルサインオン機能を提供

するもの 

     (c) ID管理・連携機能 

      メンバーの管理に関する機能を提供するもの 

     (d) その他管理機能 

      docomo business RINK IDaaS機能の利用状況等を表示及び出力するもの 

      (ii) シングルサインオン機能 

       アプリケーション等へのアクセスにおいて、シングルサインオン機能を提

供するもの 

      (iii) ID管理・連携機能 

       メンバーの管理に関する機能を提供するもの 

      (iv) その他管理機能 

       docomo business RINK IDaaS機能の利用状況等を表示及び出力するも

の 

      (b) 付加機能 

       (i) SaaS管理機能 

        メンバー情報を元に、契約者が利用しているSaaSアプリケーションにメン

バーの追加や削除、修正の同期を行う機能及び契約者が利用しているSaaSア

プリケーションのメンバーや利用状況を一元的に把握・管理できる機能を提

供するもの 

      (ii) パスワード漏洩検知機能 

       ダークウェブ上に流出したパスワードを自動で検知・可視化する機能を提

供するもの 

    b （略）     b （略） 

  

  B 料金算定方法等   B 料金算定方法等 

   (A) （略）    (A) （略） 

   (B) docomo business RINK IDaaS機能の利用料金の算出は、別段の定めがない

限り、次によります。 

   (B) docomo business RINK IDaaS機能の利用料金の算出は、別段の定めがない

限り、次によります。 

    a （略）     a （略） 

    b docomo business RINK IDaaS機能に係る契約ごとに、利用開始のあった日

を含む料金月の翌料金月から利用料金を適用するものとします。 

    b docomo business RINK IDaaS機能(docomo business RINK IDaaS機能

と異なる料金月に利用開始した付加機能を除きます。)に係る契約ごとに、利用

開始のあった日を含む料金月の翌料金月から利用料金を適用するものとします。 

      ただし、付加機能の利用開始のあった日を含む料金月の前料金月以前より契約

者がdocomo business RINK IDaaS機能の利用をしている場合、付加機能つい

ては利用開始のあった日を含む料金月から利用料金を適用するものとします。 

    c~e （略）     c~e （略） 

 




